
として、遺族厚生年金を支給しない旨の
処分をし、令和◯年◯月◯日付けで、事
実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者
に該当していないためとして、本件未支
給年金を支給しない旨の処分をした（以
下、併せて「原処分」という。）

３　請求人は、原処分について審査請求を
経て、令和◯年◯月◯日（受付）、当審査
会に対し、再審査請求をした。

第４　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　厚生年金保険の被保険者である者、老
齢厚生年金の受給権者（保険料納付済期
間と保険料免除期間とを合算した期間が
２５年以上である者に限る。）に該当する
者等が死亡した場合で、死亡した者（以
下「死亡者」という。）の配偶者であっ
て、死亡者の死亡の当時、死亡者によっ
て生計を維持したものに遺族厚生年金が
支給される。そして、配偶者には、婚姻
の届出をしていないが、事実上婚姻関係
と同様の事情にあった者を含むとされ、
また、死亡者によって生計を維持した者
とは、死亡者と生計を同じくしていた者
であって年額８５０万円以上の収入又は
年額６５５万５０００円以上の所得（以
下、上記の収入額又は所得額を「基準額」
という。）を将来にわたって有すると認め
られる者以外のものとされている（厚生
年金保険法（以下「厚年法」という。）第
３条第２項、第５８条第１項及び第５９
条、厚生年金保険法施行令第３条の１０
並びに「生計維持関係等の認定基準及び
認定の取扱いについて」（平成２３年３月
２３日年発０３２３第１号厚生労働省年
金局長通知。以下「本件通知」とい
う。））。

２　老齢給付の受給権者が死亡した場合に
おいて、その死亡した者に支給すべき老
齢給付に係る保険給付及び年金給付でま
だその者に支給しなかったもの（以下「未
支給年金」という。）があるときは、その

令和２年（厚）第２４２号（以下「甲事件」
という。）
令和２年（厚）第２５２号（以下「乙事件」
という。）

令和２年１２月２８日

主文
　本件再審査請求をいずれも棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　甲・乙事件再審査請求人（以下「請求人」
という。）の再審査請求の趣旨は、遺族厚生
年金及び後記第３の１記載の未支給年金の
支給を求めるということである。

第２　事案の概要
　本件は、請求人が、厚生労働大臣に遺族
厚生年金の裁定を請求するとともに、後記
第３の１記載の本件未支給年金の支給を請
求したところ、請求人は亡Ａ（以下「Ａ」
という。）の死亡の当時、給付を受けること
ができる配偶者とは認められないとして、
いずれも不支給とする処分がされたことを
不服として、標記の社会保険審査官に対す
る審査請求を経て、当審査会に対し、再審
査請求をしたという事案である。

第３　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審査
請求をするに至る経緯として、次の各事実
が認められる。
１　請求人は、厚生年金保険の被保険者で

あり、かつ老齢基礎年金及び老齢厚生年
金（以下、併せて「老齢給付」という。）
の受給権者であったＡが平成◯年◯月◯
日に死亡したので、平成◯年◯月◯日（受
付）、厚生労働大臣に対し、Ａの妻である
として、遺族厚生年金の裁定を請求する
とともに、Ａに支給すべき老齢給付に係
る保険給付及び年金給付で未支給のもの

（以下「本件未支給年金」という。）の支
給を請求した。

２　厚生労働大臣は、請求人に対し、平成
◯年◯月◯日付けで、遺族厚生年金を受
けることができる遺族とは認められない



　住民票及び除票上、請求人は、平成
◯年◯月◯日に◯◯市◯◯区◯◯　◯
−◯−◯−◯（以下「ｃ宅」という。）
に住居を定め、その後、Ａの死亡の時
まで、住所の変更はないが、平成◯年
◯月◯日にｂ宅へ転居し、請求人と請
求人の長男を世帯員とする世帯の世帯
主となった。

⑸　平成◯年度（平成◯年分）所得（市・
◯民税）証明書（平成◯年◯月◯日付
け）によれば、請求人に係る平成◯年
分の合計所得金額は０円である。

⑹　請求人が作成した事実婚関係及び生
計同一関係に関する申立書（平成◯年
◯月◯日付け。以下「請求人申立書」
という。）の主な内容を記載すると、そ
れぞれ次のとおりである。
ア　別世帯になっていた理由（注：記

載なし）
イ　同居についての申立（別居してい

たことの理由）
　　息子が平成◯年◯月からｄのｅ学

校に入学した為。
ウ　経済的援助についての申立

㋐　Ａから請求人に対する経済的援
助の有無：あり

㋑　その回数：月５～６回程度
㋒　経済的援助の内容：ｆ銀行口座

を設け、その口座から息子へ小遣
い、食事代を振り込み、ｄのマン
ションの管理費を振替、クレジッ
トカードで各種料金を振替してい
た。

エ  定期的な音信・訪問についての申
立
㋐  音信の手段：電話、ＳＮＳ、訪

問、旅行等
㋑　訪問回数：年４～６回程度　
㋒　音信・訪問の内容：息子の学校

の休みの時は３人一緒に◯◯かｄ
の自宅にいるか、旅行をしていた。
主人の連休の時も一緒だった。普
段は電話、ＳＮＳやメールで頻繁
に連絡をしていた。

２　以上認定の事実に基づいて、請求人が

者の配偶者であって、その者の死亡の当
時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給年金の支給を請
求することができるとされている。そし
て、配偶者には、婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情に
あった者を含むとされている（厚年法第
３条第２項及び第３７条第１項、国民年
金法第５条第７項及び第１９条第１項並
びに本件通知）。

３　本件の場合、Ａが、その死亡の当時、
戸籍上婚姻の届出をした配偶者がいない
こと、老齢給付の受給権者であったこと、
及び、Ａの死亡の当時、請求人が、基準
額以上の収入又は所得を将来にわたって
有すると認められる者以外のものであっ
たことについては、後記第２の１の⑴な
いし⑶及び⑸の認定事実から明らかであ
り、この点について当事者間に争いはな
いところ、本件の問題点は、請求人がＡ
と事実上婚姻関係と同様の事情にあった
者と認めることができるかどうかという
ことである。

第２　事実の認定及び判断
１　本件記録によれば、次の事実を認定す

ることができる。
⑴　Ａは、昭和◯年◯月◯日に出生し、

平成◯年◯月◯日請求人と婚姻し、そ
の間に長男Ｂ（平成◯年◯月生）が生
まれたが、平成◯年◯月◯日離婚した。

⑵　Ａは、平成◯年◯月◯日午前◯時◯
分、◯◯市◯◯区◯◯　◯−◯−◯の
ａ病院において、急性心筋梗塞により
死亡した。その死亡は、長男Ｂが届け
出た。

⑶　Ａは、受給権発生年月日を平成◯年
◯月◯日とする老齢給付の裁定を受
け、その後、死亡により失権するまで、
老齢給付の受給権を有していた。

⑷　住民票（除票）上、Ａは、平成◯年
◯月◯日に◯◯国から◯◯市◯◯区◯
◯　◯−◯−◯−◯（以下「ｂ宅」と
いう。）に住所を定め世帯主となり、そ
の後、同人の死亡の時まで、住所の変
更はない。



◯◯◯万◯◯◯◯円の入金があり、平
成◯年◯月◯日、◯◯◯◯◯へ◯◯◯
万◯◯◯◯円の支払がされた。
　②ｆ銀行の請求人名義口座には、平
成◯年◯月◯日、Ａ名で◯◯◯万◯◯
◯◯円の入金があるが（上記①のＡ名
義口座からの同日の支払に対応するも
のと考えられる。）、主としてＢの学費
等の支払がされている。
　③ｇ銀行の請求人名義の口座には、
Ａ名で、◯年（平成◯年）◯月◯日、
◯◯，◯◯◯，◯◯◯　◯（１◯　◯．
◯◯円換算で◯◯◯万◯◯◯◯円）、
同年◯月◯日、◯◯◯，◯◯◯，◯◯
◯　◯（１◯　◯．◯◯円換算で◯◯
◯◯万◯◯◯◯円）、の入金がある。
　上記①のＡからの定期的入金及び上
記②の原資となった入金は、離婚後の
未成年の子に対する養育費の支払と解
し得るものであるし、上記③のＡから
の入金は、請求人がＡと同居し、夫婦
として生活していたのであれば、請求
人に対してこのようにまとまった金員
を◯で送金する必要があったとは考え
にくく、離婚給付の支払である可能性
が否定できず、離婚により夫婦の共同
生活が失われたことを示すものと解す
る余地がある。

⑷　離婚後もＡがＢと父子として交流する
のは当然であり、Ａが離婚給付等の約束
を履行して請求人との関係も保とうとし
ていたのであれば、請求人を含めた親戚
付合いが継続することも不自然ではない
し、請求人が、平成◯年◯月からＢとＡ
所有のｃ宅で生活し、Ａ死亡後、相続財
産であるｂ宅に居住していることは、離
婚により夫婦の共同生活が失われていた
ことと矛盾しない。
　他方、請求人主張のとおり、請求人と
Ａとが平成◯年◯月の離婚後も夫婦とし
て共同生活を継続していたのであれば、
Ａ死亡まで約５年も婚姻関係を解消した
ままであることも理解しにくいことであ
り、請求人の主張するその他の事情を考
慮しても、Ａ死亡の当時、請求人が、Ａ

Ａと事実上婚姻関係と同様の事情にあっ
た者といえるかどうかについて検討する。
⑴　請求人が日本年金機構に提出した文

書（「請求者　Ｃは◯◯国籍で」で始ま
るもの。以下「請求人文書」という。）
には、「亡くなった夫とは彼の浮気が発
覚されて、罰を与える意味で、書類上
平成◯年離婚しましたが、反省の態度
が見られれば、また籍に戻る約束で、
離婚前と後の生活は何も変わらず、そ
のままでした。」と記載されており、請
求人は、平成◯年◯月◯日付け診断書
の同席者氏名欄に請求人が妻として記
載されていること、請求人及びＡ連名
の年賀状の宛先がｂ宅であること、平
成◯年◯月の甥の結婚式にＡと請求人
及びＢが出席したこと、平成◯年◯月、
同年◯月、平成◯年◯月等の旅行にＡ
と請求人及びＢのほかＡの姉も同行し
ていることなどを指摘する。

⑵　しかし、Ａは、平成◯年◯月◯日、
◯◯からｂ宅に転入した後、平成◯年
◯月◯日、Ｂの親権者を請求人として
請求人と離婚したところ、請求人が、
Ａの帰国からｃ宅へ移転した平成◯年
◯月までの間、Ａとｂ宅において同居
していたことを確実に裏付ける資料は
なく、請求人文書からすると、Ｂは◯
◯国の学校で学んでいたというのであ
り、住民票上、Ｂが平成◯年◯月◯日
に◯◯国からｃ宅に転入し、請求人も
同月◯日、ｃ宅に住所を定めたことか
らすると、請求人は、離婚後ｃ宅に移
るまでの間、Ｂと◯◯国に居住し、同
所を生活の本拠としていた可能性が否
定できない。

⑶　経済的関係についてみると、次のと
おりである。
　①請求人が管理していたとするｆ銀
行のＡ名義の口座には、平成◯年◯月
から平成◯年◯月まで、１ないし２箇
月毎に◯◯ないし◯◯万円がＡ名で入
金され、Ｂの学費、マンション管理費
等の支払がされている。また、平成◯
年◯月◯日、ガイコクソウキンとして



と事実上婚姻関係と同様の事情にあった
者と認めるには、なお立証が足りないと
いわざるを得ない。

３　以上のとおりであるから、原処分は妥
当であって、これを取り消すことはでき
ない。

　以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。




